
医 感 第 7 7 7 号

令和８年３月 31 日

各政令市保健所長 様

静岡県健康福祉部医療局感染症対策課長

静岡県肝がん･重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱の制定について

日頃から、本県の肝炎対策事業の推進につきまして、御理解、御協力いただきあり

がとうございます。

肝がん･重度肝硬変治療研究促進事業については「静岡県肝がん･重度肝硬変治療研

究促進事業実施要綱（令和６年４月 22 日最終改正）」により実施しているところで

すが、このたび、従前の要綱を廃止し、別添の令和８年３月 31 日付け静岡県告示第

253 号の９のとおり静岡県肝がん･重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱を制定し、

公示日（一部は令和８年３月１日）から適用することとしました。

つきましては、管内の郡市医師会非加入の医療機関に対し周知をお願いします。

なお、別途別記宛て通知しておりますので御承知おきください。

また、従前の要綱からの変更点は下記のとおりです。

おって、制定した要綱については、県ホームページからダウンロードしていただけ

ることを申し添えます。

記

・従前の要綱からの変更点

＜県ホームページＵＲＬ＞

https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/shippeikansensho/kansensho/1003064/1024240.html

担 当 感染症対策班

電話番号 055-928-7271

区分 内容

医療保険被保険者証にかかる記載の修正
被保険者証の廃止に伴い、「医療保険の資格情

報が確認できる資料」へ記載を修正

申請者の提出書類の追加
提出書類に「限度額認定証等の適用区分を確認

することができるもの」を追加

形式の変更 条建てから項建てに変更



別記

（一社）静岡県医師会会長

（公社）静岡県病院協会会長

（公社）静岡県薬剤師会会長

指定医療機関の長

地域肝疾患診療連携拠点病院長








































































